
 

 

  

支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

４９６ イセパマイシン硫酸塩【注射薬】（感染性胃腸炎等）の算定について 

 

《令和７年３月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対するイセパマイシン硫酸塩【注射薬】（エクサシン注射液等）

の算定は、原則として認められない。 

⑴ 感染性胃腸炎、感染性腸炎 

⑵ 感冒 

⑶ 慢性上気道炎 

⑷ 急性上気道炎 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

アミノグリコシド系抗生物質であるエクサシン注射液の添付文書における

効能・効果の適応菌種は「イセパマイシンに感性の大腸菌、シトロバクター

属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モ

ルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、緑膿菌」、適応症は「敗血症、

外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀

胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎」である。 

したがって、上記傷病名に対する当該医薬品の投与は適応外である。 

以上のことから、上記傷病名に対する当該医薬品の算定は、原則として認

められないと判断した。 
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